
 
 

 

 
 

 

 

人事担当者が、上司・本人と話し

合いをした上で記入する 

変更が必要な場合は、 
人事担当者が修正する 

⼈事担当者記⼊箇所 

⼈事担当者記⼊箇所 

 

 

 

 

 
⼈事担当者記⼊箇所 



 

  

本⼈記⼊箇所  

 

専門用語を避け、できるだけ具

体的に書きましょう。産業医の設

置の有無や体制についても記載

するとベターです。 

⼈事担当者記⼊箇所 

本⼈記⼊箇所 
 

ご本人が病気であとどれ位休む

ことができるか、どのくらいの期

間休むと制度上解雇になってし

まうかお書きください。 

そのほか、職場の体制やご本人

の状況で気になる事をお書きく

ださい。 



 

 

  

本⼈記⼊箇所 

 

 

主治医の判断により、省略可能 

医師記⼊箇所 

主治医により、 

通勤や業務遂行に影響を及ぼし得

る症状や薬の副作用等を記述 

（省略可） 

 

主治医が、当てはまる項目にチェッ

クを入れる 

 

主治医による記述 

 本⼈記⼊箇所 

 

 

医師記⼊箇所 

⼈事担当者 転載箇所 

「治療サポート」の検索結果をこちら

に転載した上で、主治医にチェック

を付けてもらう 

 

医師記⼊箇所 



 

 

人事担当者が、上司・本人と話し合いを

した上で記入する 

⼈事担当者記⼊箇所 
 

・復職直後は、体を慣らすために短時間

勤務から始め、様子を見ていく事を推奨

します。残業・休日出勤についても同様

に、様子を見ながら調整するのがベター

です。また、通勤ラッシュによる体力消

耗を避けるため、時差出勤制度も有用

です。 

・治療によっては毎日通院が必要になる

場合もあるため、週５日勤務→週４日勤

務など勤務日数の配慮も必要です。 

職場復帰にあたり元の職場で働くのか、

別の職場へ配置転換を行うのか、「本人

の希望」「会社でどこまで対応できるか」

を本人・職場で話し合う事が必要です。

がんと診断された後も、元の職位や元

の職場で十分にパフォーマンスを発揮し

ている労働者もたくさんいます。過剰な

配慮や一方的な決定は職場と本人との

軋轢を生むこともありますので、注意が

必要です。 

復帰後に施行する就業配慮は、体調の

回復に応じて適切に運用する事が大切

です。配慮内容やいつまで続けるか、と

いう点も復帰後に当該労働者と話合い

ながら調整しましょう。 

 

 

両立支援プランに記載した内容の共有

方法を書きましょう。 

 

 


